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第２章 避難計画 

資料（１）－５ 

１ 避難対象地域 

避難対象地域は、島根県（以下、「県」という。）による「最大クラスの津波」を想定

した 9つの想定地震（断層）による津波シミュレーション（以下、「津波シミュレーシ
ョン」という。）において作成された津波浸水想定図に基づき抽出したものである。

注）県が作成した津波浸水想定図は、9断層のシミュレーション結果を重ね合わせ、最
大となる津波浸水想定区域を示したものである。

ただし、安全性の確保及び円滑な避難等を考慮して、津波シミュレーション結果では

浸水しないが、予測の不確実性を考慮した場合には浸水の恐れがある区域（バッファゾ

ーン）を加え、津波浸水想定区域よりも広い範囲を抽出する。

また、避難対象地域の抽出にあたっては、避難指示（緊急）を発令する場合に、対象

の地域名が住民等に正確かつ迅速に伝わること、避難の際に、地域内での助け合い等も

重要であることから、町内会等、コミュニティブロックを基本単位とする。

第５章 避難指示の発令 

資料（１）－１１ 

１ 発令基準 

どのような津波であれ、危険な地域からの一刻も早い避難が必要であることから、避

難準備・高齢者等避難開始、避難勧告は発令せず、基本的には避難指示（緊急）のみを

発令する。

避難指示（緊急）の発令基準は次のとおりとする。

① 報道機関の放送等により大津波警報、津波警報、津波注意報の発表を認知した場

合及び大津波警報、津波警報、津波注意報の通知を受けた場合。

② 強い揺れ（震度４程度以上）を感じたとき、または長時間のゆっくりとした揺れ

を感じて、かつ市町村が避難の必要を認める場合。

気象庁が発表する大津波警報、津波警報、津波注意報に対応した避難指示（緊急）の

発令対象地域（避難の対象とする地域）は次のとおりとする。

２ 発令時期及び発令手順 

避難指示（緊急）の発令は、市町村が基準に該当する事態を認知したのち、直ちに行

う。

市町村長が不在あるいは市町村長に連絡がとれない場合は、副市町村長、○○の順位

でこれを代行する。

避難指示（緊急）の解除の発令は、津波注意報等の解除が発表されるなど、津波によ

る被害発生の恐れがないと判断された時点とする。 

３ 伝達方法（伝達系統） 

避難指示（緊急）の発令の住民等への伝達方法は、第３章「２ 津波情報の収集・伝

達」に示すように、防災行政無線、サイレン、半鐘、広報車、ＣＡＴＶなど、多様な方

法で行う。

第２章 避難計画 

資料（１）－５ 

１ 避難対象地域 

避難対象地域は、島根県（以下、「県」という。）による「最大クラスの津波」を想定

した 9つの想定地震（断層）による津波シミュレーション（以下、「津波シミュレーシ
ョン」という。）において作成された津波浸水想定図に基づき抽出したものである。

注）県が作成した津波浸水想定図は、9断層のシミュレーション結果を重ね合わせ、最
大となる津波浸水想定区域を示したものである。

ただし、安全性の確保及び円滑な避難等を考慮して、津波シミュレーション結果では

浸水しないが、予測の不確実性を考慮した場合には浸水の恐れがある区域（バッファゾ

ーン）を加え、津波浸水想定区域よりも広い範囲を抽出する。

また、避難対象地域の抽出にあたっては、避難指示を発令する場合に、対象の地域名

が住民等に正確かつ迅速に伝わること、避難の際に、地域内での助け合い等も重要であ

ることから、町内会等、コミュニティブロックを基本単位とする。

第５章 避難指示の発令 

資料（１）－１１ 

１ 発令基準 

どのような津波であれ、危険な地域からの一刻も早い避難が必要であることから、高

齢者等避難は発令せず、基本的には避難指示のみを発令する。

避難指示の発令基準は次のとおりとする。

① 報道機関の放送等により大津波警報、津波警報、津波注意報の発表を認知した場

合及び大津波警報、津波警報、津波注意報の通知を受けた場合。

② 強い揺れ（震度４程度以上）を感じたとき、または長時間のゆっくりとした揺れ

を感じて、かつ市町村が避難の必要を認める場合。

気象庁が発表する大津波警報、津波警報、津波注意報に対応した避難指示の発令対象

地域（避難の対象とする地域）は次のとおりとする。

２ 発令時期及び発令手順 

避難指示の発令は、市町村が基準に該当する事態を認知したのち、直ちに行う。

市町村長が不在あるいは市町村長に連絡がとれない場合は、副市町村長、○○の順位

でこれを代行する。

避難指示の解除の発令は、津波注意報等の解除が発表され、津波による被害発生の恐

れがないと判断された時点とする。 

３ 伝達方法（伝達系統） 

避難指示の発令の住民等への伝達方法は、第３章「２ 津波情報の収集・伝達」に示

すように、防災行政無線、サイレン、半鐘、広報車、ＣＡＴＶなど、多様な方法で行う。

・災害対策基本法の改正 

・災害対策基本法の改正等 
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資料（１）－１２ 

伝達系統は次のとおりとする。

避難指示（緊急）の発令内容の伝達文は次のとおりとする。

第６章 避難行動要支援者の避難対策 

資料（１）－１３

１ 情報伝達・共有 

避難対象地域内における避難行動要支援者の現状把握に努めるとともに、避難行動要

支援者名簿を作成・活用し、避難行動要支援者の避難が的確に行えるよう支援対策を定

める。

資料（１）－１２ 

伝達系統は次のとおりとする。

避難指示の発令内容の伝達文は次のとおりとする。

第６章 避難行動要支援者の避難対策 

資料（１）－１３

１ 情報伝達・共有 

避難対象地域内における避難行動要支援者の現状把握に努めるとともに、避難行動要

支援者名簿を作成・活用し、避難行動要支援者の避難が的確に行えるよう支援対策を定

める。

・災害対策基本法の改正 

・災害対策基本法の改正 

＜避難指示の伝達文（住民あて）の例＞

こちらは、防災 ○○市町村です。

ただいま、○○地区に対して避難指示を発令しました。

大変危険な状況です。

避難中の方は、直ちに○○公民館への避難を完了してください。

十分な時間が無いときは、近くの安全な建物や高台に避難してください。

＜避難指示の伝達文（住民あて）の例＞

 （避難の必要性や切迫感を強く訴えるための命令口調の例）

市町村災害対策本部から、緊急避難命令。

大津波警報。 大至急、避難せよ。

○○地区に避難指示を発令。

ただちに海岸から遠く離れ、高い場所に避難せよ。

＜避難指示（緊急）の伝達文（住民あて）の例＞

こちらは、防災 ○○市町村です。

ただいま、○○地区に対して避難指示（緊急）を発令しました。

大変危険な状況です。

避難中の方は、直ちに○○公民館への避難を完了してください。

十分な時間が無いときは、近くの安全な建物や高台に避難してください。

＜避難指示（緊急）の伝達文（住民あて）の例＞

 （避難の必要性や切迫感を強く訴えるための命令口調の例）

市町村災害対策本部から、緊急避難命令。

大津波警報。 大至急、避難せよ。

○○地区に避難指示（緊急）を発令。

ただちに海岸から遠く離れ、高い場所に避難せよ。
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大津波警報、津波警報、津波注意報、避難指示（緊急）の住民等への伝達方法は、防

災行政無線、サイレン等の音声伝達が主体となっているため、市町村は、避難行動要支

援者の態様に応じ情報伝達方法に配慮するとともに、避難誘導等に従事する者による支

援体制を確立する。

避難行動要支援者に対する情報伝達方法は以下のとおりとする。

＜以下のような点について具体的に記載する＞

①システムの耐災害性の強化

②緊急速報（エリア）メールの活用

③同報系システムの効果的な組み合わせ

④Ｊアラートによる自動起動

⑤Ｌアラート（災害情報共有システム）の活用

２ 避難行動の援助 

津波発生の恐れにより、避難指示（緊急）が発令されたときには、該当する地域の避

難行動要支援者の指定緊急避難場所等への介護及び搬送は、避難支援等関係者等による

ものとし、市町村は介護または搬送に必要な資機材の提供その他の支援を行うものとす

る。

第７章 津波防災教育・啓発 

資料（１）－１４

②津波防災教育・啓発の内容 

津波に関する基礎知識、ハザードマップ、津波避難計画などの津波避難対策、日頃の

備えや災害発生時の対応等について、次のような内容の教育・啓発を行う。

第９章 その他の留意点 

資料（１）－１５

観光協会や旅館組合等関係団体と共同して、観光客、釣り客等への避難対策を定める。

①情報伝達 

観光施設、宿泊施設等の施設管理者に対して、防災行政無線の戸別受信機の設置等

過去の津波被害記録 古文書、伝承、津波被災者の体験談等による過去の津波被害 

津波の発生メカニズム 津波発生メカニズム、速さ、高さ、継続時間等の基礎知識 

ハザードマップ 
津波浸水想定区域、指定緊急避難場所等を表す地図の内容

及び読み方 

津波避難計画の内容 
大津波警報・津波警報、津波注意報、津波情報の伝達、避

難指示（緊急）、指定緊急避難場所、避難路等 

日頃の備えの重要性 

訓練参加、所在地（家庭・学校、勤務先等）ごとの指定緊

急避難場所の確認、家庭内で家族の安否確認方法を共有、

建物の耐震化、家具の耐震固定等 

大津波警報・津波警報、

津波注意報 

大津波警報・津波警報、津波注意報、津波情報の内容と取

るべき対応、留意事項等 

大津波警報、津波警報、津波注意報、避難指示の住民等への伝達方法は、防災行政無

線、サイレン等の音声伝達が主体となっているため、市町村は、避難行動要支援者の態

様に応じ情報伝達方法に配慮するとともに、避難誘導等に従事する者による支援体制を

確立する。

避難行動要支援者に対する情報伝達方法は以下のとおりとする。

＜以下のような点について具体的に記載する＞

①システムの耐災害性の強化

②緊急速報（エリア）メールの活用

③同報系システムの効果的な組み合わせ

④Ｊアラートによる自動起動

⑤Ｌアラート（災害情報共有システム）の活用

２ 避難行動の援助 

津波発生の恐れにより、避難指示が発令されたときには、該当する地域の避難行動要

支援者の指定緊急避難場所等への介護及び搬送は、避難支援等関係者等によるものと

し、市町村は介護または搬送に必要な資機材の提供その他の支援を行うものとする。

第７章 津波防災教育・啓発 

資料（１）－１４

②津波防災教育・啓発の内容 

津波に関する基礎知識、ハザードマップ、津波避難計画などの津波避難対策、日頃の

備えや災害発生時の対応等について、次のような内容の教育・啓発を行う。

第９章 その他の留意点 

資料（１）－１５

観光協会や旅館組合等関係団体と共同して、観光客、釣り客等への避難対策を定める。

①情報伝達 

観光施設、宿泊施設等の施設管理者に対して、防災行政無線の戸別受信機の設置等

過去の津波被害記録 古文書、伝承、津波被災者の体験談等による過去の津波被害 

津波の発生メカニズム 津波発生メカニズム、速さ、高さ、継続時間等の基礎知識 

ハザードマップ 
津波浸水想定区域、指定緊急避難場所等を表す地図の内容

及び読み方 

津波避難計画の内容 
大津波警報・津波警報、津波注意報、津波情報の伝達、避

難指示、指定緊急避難場所、避難路等 

日頃の備えの重要性 

訓練参加、所在地（家庭・学校、勤務先等）ごとの指定緊

急避難場所の確認、家庭内で家族の安否確認方法を共有、

建物の耐震化、家具の耐震固定等 

大津波警報・津波警報、

津波注意報 

大津波警報・津波警報、津波注意報、津波情報の内容と取

るべき対応、留意事項等 

・災害対策基本法の改正 

・文言修正 
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により情報伝達手段を確保する。

屋外にいる者に対しては、防災行政無線の屋外拡声器、サイレン、旗、電光掲示板

等により伝達・周知する。特に、海水浴場の利用客への情報伝達方法を定めたマニュ

アルを作成しておくものとする。

により情報伝達手段を確保するとともに、利用客への情報伝達を定めたマニュアルを

作成しておく必要がある。

屋外にいる者に対しては、防災行政無線の屋外拡声器、サイレン、旗、電光掲示板

等により伝達・周知する。特に、海水浴場の利用客への情報伝達方法を定めたマニュ

アルを作成しておくものとする。
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